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※申し込みは、先着順となります。
定員に達した場合はお申し込
みができない場合があります。

講習の申し込みは以下のQRコード
より、オンラインで実施しています。

■内　容　成人に対する心肺蘇生
法、AED取扱い、止血法
■日　時　6月9日（日）
　午後1時～午後4時
■場　所　半田消防署成岩出張所
　（半田市彦洲町2-185）
■定　員　10人
■申し込み・問い合わせ先　
　成岩出張所救急担当
　☎0569(24)0119

普通救命講習Ⅰを
開催

シリーズ　消費生活相談○
不安をあおって契約させる　給湯器の点検商法に注意

166

○　相談事例
数日前、いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検に回っている」と言わ

れたので話を聞いてしまった。業者は道路から給湯器を見た様子で「すぐ
に交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に
思ったが、もし不具合がありお風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承
諾してしまった。費用は約50万円だと言う。高額だし不審なのでこの契約を
やめたい。（70歳代）
○　被害を防ぐアドバイス
・点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入さ

せる手口です。安易に点検に応じないようにしてください。
・点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないように
しましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメー
カーなどに相談してください。

・購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。
・給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業

界団体などでは、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替え
を推奨しています。

・契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。困ったとき
は、お住まいの自治体の消費生活センターなどに相談してください（消費
者ホットライン188）。
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第4水曜日、年末年始（12月29日～1月4日）除く）
■時　間　来所相談 ： 午前9時30分～午前11時　午後1時30分～午後3時30分
　　　　　電話相談 ： 午前9時30分～午後4時

※　来所相談の場合も電話で確認をお願いします。
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター（クラシティ3階市民交流セン
　　　　　　　　ター内）　☎（32）2444

ちた地域若者サポートステー
ションでは、働くことに悩みを抱え
ている15歳から49歳までの若者
に対して就職相談や、コミュニケー
ショントレーニング、職業体験など、
就職に向けたさまざまな支援を
行っています。
「就職したいけれど、何からはじ

めたらよいのかわからない」
「やりたい仕事や自分に合った仕

事が見つからない」
「内定がなかなかもらえない」
「ブランクがあるので心配」
そんな就職に向けての悩みや不

安などを聞きながら、専任の支援
員が話を伺い、適切なキャリアプラ
ンを一緒に考えます。
■日　時（要事前予約）
　５月１５日（水）午前10時～正午
■場　所
　阿久比町役場2階相談室202
■対象者
　15歳～49歳までの無業状態の

若者やその保護者
■申し込み・問い合わせ先
　ちた地域若者サポートステー

ション
　☎（89）7947
　電子メール
　chitasapo@icds.jp
　ホームページ
　http://chitasapo.icds.jp/

若者の就職に向けた
出張無料相談を実施

今月の納税など

納期限は5月31日（金）です
※　登録内容に変更があったとき

は、届け出をお忘れなく。
※　口座振替の方は、口座の残高

確認をお願いします。
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